
保護者殿 

登園許可証の取り扱いについて 

 

幼児が学校伝染病または流行性疾患にかかると、学校保健法により、

本人の早期回復と他の幼児への伝染を防ぐ為に、登園を停止すること

になっております。その為、お子様の病気が回復して登園する時には、

下記の『登園許可証』に医療機関等で記入していただき、幼稚園に提

出してください。 

 

登園許可証 

東京梨の実学園 梨花幼稚園 

 クラス名     組    氏名             

 

病名 

1. インフルエンザ  2. 百日咳  3. 麻疹  4. 風疹 

5. 流行性耳下腺炎  6. 水痘  7. ウイルス性肝炎 

8. 咽頭結膜熱  9. 流行性角結膜炎  10. 急性出血性結膜炎 

11. その他 

 

初診年月日   令和  年  月  日 

  

上記の者は    月  日より登園を許可します。 

  

  

  

令和  年  月  日 

     

     

医療機関名                  
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